
コード内容別医療機関一覧表における指定期間の確認方法について 

 

指定期間始の日付が現在の指定有効始期になります。その６年後の前日が終期です。 

下記例では 

項番１の■■■クリニックでは、平成２３年５月１日～平成２９年４月３０日が指定期間となります。

項番２の■■■診療所では、平成２４年１月１日～平成２９年１２月３１日が指定期間となります。 

 


